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令和８年度 大船渡市補正予算書 
 

一般会計補正予算（第２号） 
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令和８年度 大船渡市一般会計補正予算（第２号） 
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令和８年度 大船渡市一般会計補正予算（第２号） 

 

令和８年度大船渡市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 302,560 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

25,608,293 千円とする。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

  令和８年５月 19 日 提 出 

 

                                岩手県大船渡市長  渕  上     清 
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期　　間 限　度　額

千円

20,480

第 ２ 表　 債 務 負 担 行 為 補 正

 （1）　追　　加

事　　　　　　　項 備　　　　　　　　考

企業立地奨励条例に基づく賃借料助成金
令和９年度～
　令和11年度

・相  手  方 　工場等新増設企業
・事  業  費 　23,040,000円 (うち令和８年度支払額 2,560,000円)
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補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書 

 

（ 一 般 会 計 ） 
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（単位：千円）

期　　間 金　額 期　　間 金　額
国　庫
支出金

県支出金 地方債 その他

20,480 令９～令11 20,480 20,480

補　正　前　の　額 4,959,278 1,597,343 3,361,935 155,220 550,000 123,072 2,533,643

補　　　正　　　額 20,480 20,480 20,480

補　正　後　の　額 4,979,758 1,597,343 3,382,415 155,220 550,000 123,072 2,554,123

特　　定　　財　　源
一般財源

企業立地奨励条例に基づく賃借料助成金

計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　　　　項 限　度　額

前年度末までの 当該年度以降の 左　　の　　財　　源　　内　　訳

支出（見込）額 支 出 予 定 額


